
◆
普
段
、
役
場
で
受
け
付
け
て
も
ら
え
な
い

　

書
類
の
提
出
が
出
来
る

　

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
人
や
、
第
３
号
被

保
険
者
期
間
の
あ
る
人
の
年
金
請
求
、
遺
族
厚
生

年
金
の
請
求
な
ど
、
役
場
を
経
由
し
な
い
請
求
書

等
の
提
出
が
で
き
ま
す
。
年
金
の
請
求
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
年
金
加
入
状
況
に
あ
わ
せ
て
異
な
る
添

付
書
類
が
必
要
で
す
の
で
、
ご
予
約
の
際
に
確
認

し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◆
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
の
試
算
を
し
て

も
ら
え
る

　

年
金
の
受
取
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
金
加
入
状

況
や
も
ら
い
方
（
繰
上
・
繰
下
請
求
）
に
よ
っ
て
か

わ
り
ま
す
。
年
金
事
務
所
へ
の
直
接
来
訪
、
ね
ん

き
ん
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
機
会
に
、
将
来
の
生
活
設
計
の
参
考
に
、

確
認
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
な
お
、
見

込
額
試
算
は
、
50
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

◆
個
別
の
年
金
加
入
状
況
に
応
じ
た
年
金
相

談
が
受
け
ら
れ
る

　

年
金
は
、
加
入
状
況
や
納
付
状
況
、
生
年
月
日

な
ど
、
様
々
な
条
件
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
仕
組
み

で
す
。
出
張
年
金
相
談
で
は
、
日
本
年
金
機
構
の

保
有
す
る
年
金
加
入
状
況
を
元
に
、
個
別
の
事
例

に
応
じ
た
相
談
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

☎（０７３）４２２－５１３１
和歌山地方法務局人権擁護課内　和歌山県人権擁護委員連合会

出
張
年
金
相
談
の

メ
リ
ッ
ト

和
歌
山
西
年
金
事
務
所
が
、
湯
浅
町
で
偶
数

月
第
１
水
曜
日
に
出
張
年
金
相
談
を
行
い
ま
す
。

相
談
は
完
全
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
和

歌
山
西
年
金
事
務
所
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
な

お
、
そ
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号
や
相
談
内
容
に

つ
い
て
確
認
し
ま
す
。
本
人
以
外
の
方
が
お
越
し

に
な
る
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
に
な
る
ケ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
年
金
事
務
所
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

次
回
は
、

実
施
日　
　

10
月
７
日
（
水
）

実
施
時
間　
　

10
時
〜
15
時

場

所　
　

湯
浅
町
役
場　

１
Ｆ　

多
目
的
室

予
約
受
付　
　

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　

お
客
様
相
談
室

電

話　
　

０
７
３
・
４
４
７
・
１
６
６
０

　
　
　
　
　
　

（
平
日　

８
：
30
〜
17
：
15
）

注
１　
　

出
張
年
金
相
談
で
は
、
主
に
年
金
給
付

に
関
す
る
相
談
の
み
と
な
り
ま
す
。
国
民

年
金
保
険
料
の
徴
収
、
厚
生
年
金
適
用
関

係
の
届
書
の
受
理
等
は
行
え
ま
せ
ん
。

注
２　
　

出
張
年
金
相
談
は
完
全
予
約
制
と
な
っ

て
い
ま
す
。
予
約
が
定
員
を
上
回
っ
た
場

合
は
、
受
付
を
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

全 国 一 斉
「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施します！
期　　間　　９月７日（月）から１３日（日）までの７日間
時　　間　　８時３０分から１９時まで
　　　　　　ただし、土・日曜日については、10時から 17時まで　　　　　　
電話番号　　０５７０－００３－１１０（全国共通）で、相談を受け付けます。
　　　　　　（※　PHS及び一部 IP 電話からはご利用できない場合があります。）
相談内容
高齢者や障害者に関する人権何でも相談。
相談は無料で、秘密は厳守です。法務局職員又は人権擁護委員が相談に応じますので、日頃の
悩みをお気軽にご相談ください。
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